　令和　　年　　月　　日


中国運輸局長　殿


見　解　確　認　書


倉庫業登録申請に係る都市計画法第２９条第１項又は第２項の開発許可については、下記のとおり確認いたしました。


１．確認事項
・申請する土地は「〇〇区域」にあたり、過去に「〇〇」の用途として開発許可を受けていること。
・都市計画法上、申請地において「倉庫業を営む倉庫（営業倉庫）」を営業しても良いこと。
・過去に受けた開発許可について都市計画法第４２条第１項ただし書きにより、建築部局等への用途変更に係る許可申請が不要であること。
※上記の文章はあくまで一例ですので、全ての事案に当てはまる訳ではありません。事案に応じて、適宜、文章を変更してください。

２．確認先
・確認日：　
・確認先：〇〇市役所○○課
・担当者名：○○様
・電話番号：　

　　　　　　　　　　　　住　所：　
　　　　　　　　　　　　　
名　称：　
　　　　　　　　　　　　　
代表者：　
